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を
展
示
し
ま
す
。

ロ
ー
マ
の
風
景

　
　

歳
か
ら
晩
年
ま
で
か
け
て
名

２８
所
を
描
き
続
け
た
『
ロ
ー
マ
の
景

観
』
か
ら　

点
を
現
地
写
真
も
交

３７

え
な
が
ら
展
覧
し
ま
す
。

○
会
期　
　

月
４
日
（
土
）
〜　

１０

１１

月　

日
（
祝
）

２４
※
月
曜
休
館
（　

月　

日
体
育
の

１０

１３

日
は
開
館
、　

日
は
休
館
、　

月

１４

１１

３
日
文
化
の
日
は
開
館
、
４
日
は

休
館
、　

月　

日
勤
労
感
謝
の
日

１１

２４

は
開
館
、　

日
は
休
館
）

２５

○
会
場　

同
館
・
企
画
展
示
室

○
観
覧
料　

一
般
８
０
０
円
、
高

校
・
大
学
生
６
０
０
円
、　

歳
以

６５

上
の
方
４
０
０
円
、
中
学
生
以
下

無
料

※
初
日
（　

月
４
日
）
と　

月
３

１０

１１

日
文
化
の
日
は
無
料

○
開
館
時
間　

平
日
＝
午
前　

時
１０

〜
午
後
５
時
（
入
館
は
午
後
４
時

　

分
ま
で
）
、
土
・
日
曜
日
、
祝

３０日
＝
午
前　

時
〜
午
後
５
時　

分

１０

３０

（
入
館
は
午
後
５
時
ま
で
）

　

関
連
催
事

講
演
会　

「
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
旅　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
ロ
ー
マ
へ
」

　

直
接
会
場
に
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　
　

月　

日
（
土
）
午
後

１０

１１

２
時
〜
３
時　

分
３０

○
会
場　

同
館
講
堂

○
定
員　

２
０
０
人
（
先
着
順
）

○
講
師　

静
岡
県
立
美
術
館
主
任

学
芸
員
・
新
田
建
史
氏

※
手
話
通
訳
付
き
。

館
長
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
ト
ー
ク

　
　

月
８
日
（
土
）
午
後
２
時
か

１１
ら　

分
程
度
。
観
覧
券
を
ご
用
意

４０
の
う
え
２
階
展
示
室
入
口
に
お
集

ま
り
下
さ
い
。

学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
･
ト

ー
ク

○
期
日　
　

月
５
日
、　

日
、　

１０

１２

１９

日
、　

月
２
日
、　

日
（
い
ず
れ

１１

１６

も
日
曜
日
）

　

午
後
２
時
か
ら　

分
程
度
。
観

４０

覧
券
を
ご
用
意
の
う
え
２
階
展
示

室
入
口
に
お
集
ま
り
下
さ
い
。

学
芸
員
に
よ
る
ス
ラ
イ
ド
・
レ
ク

チ
ャ
ー

○
日
時　
　

月　

日
（
祝
）
午
後

１０

１３

２
時
〜
３
時

○
会
場　

同
館
講
堂

美
術
館
で
語
り
あ
お
う

　

－

ト
ー
ク
･
フ
リ
ー
･
デ
ー
」

　

「
鑑
賞
の
た
め
の
静
け
さ
」
よ

り
も
作
品
を
め
ぐ
る
会
話
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。
小
さ
な
お

子
さ
ん
連
れ
の
方
も
気
兼
ね
せ
ず

に
ど
う
ぞ
。

○
期
日　

展
覧
会
初
日
（　

月
４

１０

日
）
を
除
く
会
期
中
の
水
・
土
曜
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 －－

未
知
な
る
都
市
の
彼
方
へ

未
知
な
る
都
市
の
彼
方
へ－－

展展　　

　

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス

タ
・
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
（
１
７
２
０－

　

）
は
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

７８ア
近
郊
で
生
ま
れ
、
ロ
ー
マ
で
活

躍
し
た
版
画
家
で
す
。

　

本
展
で
は
迫
力
溢
れ
る
傑
作

と
、
は
る
か
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
や

ロ
ー
マ
か
ら
遠
く
ア
ジ
ア
ま
で
、

ま
だ
見
ぬ
都
市
へ
と
空
想
を
は

せ
、
建
築
や
装
飾
に
そ
の
粋
を
結

実
さ
せ
た
版
画
や
書
籍
、
約
２
０

０
点
を
一
堂
に
展
示
し
ま
す
。

過
去
へ
の
ま
な
ざ
し

　

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
は
熱
心
に
考
古
学

的
な
調
査
を
し
ま
し
た
。
こ
こ
で

は　

代
に
制
作
さ
れ
た
瑞
々
し
い

２０
遺
跡
集
、
研
究
成
果
を
ま
と
め
た

大
作
『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
』
な

ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

彼
方
へ
の
ま
な
ざ
し

　

見
る
も
の
を
幻
想
の
世
界
へ
と

誘
う
特
異
な
空
間
を
描
い
て
後
世

の
文
学
者
ら
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
傑
作
『
牢
獄
』
全　

点
な
ど

１６

パブリック�
コメント�

�����������

ー募集期間ー
９月２２日（月）～１０月２１日（火）

ー資料の閲覧及び配布ー
　「町田市の保健所設置についての基本的
な考え方」は、町田市ホームページのほ
か、以下の窓口で閲覧及び資料の配布を行
っています。
・保健所政令市準備課（市役所森野分庁舎４
階）、市民相談室（市役所本庁舎１階）、
健康課（健康福祉会館１階）、市政情報や
まびこ（市役所中町分庁舎１階）、市民協
働推進課（町田市民フォーラム３階）

・各市民センター、木曽山崎センター、玉
川学園文化センター　
・各市立図書館

ー提出方法ー
①郵送　〒１９４－００２２、森野１－３３－１０、
保健所政令市準備課あて　
②ファクシミリ　�７２４・３０７１　
③電子メール
mcity260@city.machida.tokyo.jp
④窓口への提出　保健所政令市準備課（市
役所森野分庁舎４階）ほか上記の各資料
の配布窓口へ（閉庁日は除きます）。

ー注意事項ー
・書式は自由ですが、住所、氏名、連絡先
をご記入下さい。　
・電話、窓口での口頭によるご意見は、お
受けできません。　
・ご意見への個別の回答は行いません。
・公序良俗に反するもの、特定の団体・個
人等に対する誹謗中傷が含まれるものは
無効とします。
・寄せられたご意見の概要及び市の考え方
は、個人情報を除き、１１月下旬に公表し
ます。

「町田市の保健所
設置についての基
本的な考え方」

皆さんのご意見を
お寄せ下さい！

日イ
タ
リ
ア
フ
ェ
ア

　

本
展
開
催
に
併
せ
、
町
田
商
工

会
議
所
・
公
民
館
・
図
書
館
と
の

共
催
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
の
食
や
文

化
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま

す
。
詳
細
は
本
紙
９
月　

日
号
、

１１

町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
ご
覧
下
さ
い
。

同
時
開
催

『
池
田
満
寿
夫　

愛
と
エ
ロ
ス
の

過
程
』

○
会
期　
　

月
１
日
（
水
）
〜　

１０

１２

月　

日
（
祝
）

２３
○
会
場　

同
館
・
常
設
展
示
室

　

市
で
は
健
康
づ
く
り
や
健
康
危

機
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
２
０

１
１
年
４
月
に
都
か
ら
保
健
所
を

引
き
継
ぎ
、
市
と
し
て
の
保
健
所

を
設
置
、
運
営
す
る
こ
と
を
中
期

経
営
計
画
の
重
点
事
業
に
掲
げ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
市
と
し
て
ど
の
よ

う
に
保
健
所
を
設
置
し
て
い
く
か

に
つ
い
て
「
町
田
市
の
保
健
所
設

置
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え

方
」
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
策
定
に
あ
た
っ
て
の
参
考

と
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
皆
さ
ん

か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

□問
 

保
健
所
政
令
市
準
備
課
��
７
２

４
・
４
０
１
７

　

銅
版
画
の
代
表
的
な
技
法
の
ひ

と
つ
、
エ
ッ
チ
ン
グ
の
初
歩
を
楽

し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

○
日
時　
　

月　

日
（
土
）
午
後

１０

２５

１
時　

分
〜
４
時　

分

３０

３０

○
内
容　
　

×
９
㎝
の
銅
版
を
使

１２

っ
た
単
色
作
品

○
会
場　

同
館
版
画
工
房

○
講
師　

同
館
学
芸
員

○
定
員　
　

人
（
市
内
在
住
及
び

１２

過
去
５
年
同
館
主
催
の
講
座
を
受

講
さ
れ
て
い
な
い
方
優
先
で
抽

選
、
結
果
は
郵
送
し
ま
す
）

○
費
用　

１
２
０
０
円

○
申
し
込
み　

電
話
ま
た
は
Ｅ
メ

ー
ル
で
９
月　

日
ま
で
に
町
田
市

３０

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
��
７
２
４
・

５
６
５
６
、
Ｅ
メ
ー
ル5

6
5
6
@

m
ach
id
a.call

‐cen
ter.jp

）
へ

講
座
名
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が

な
）
・
電
話
番
号
・
年
齢
（
任

意
）
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

□問
 

国
際
版
画
美
術
館
��
７
２
６
・

２
８
８
９

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際
版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版
画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画
美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美
術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術
館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館

国
際
版
画
美
術
館

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４
回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

第
４
回

銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅銅
版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版
画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教
室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室

 

銅
版
画
一
日
教
室

エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ
ッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ
チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
グググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググ

「
ポ
ポ
ロ
広
場
」
１
７
５
０
年

４
０
４
×
５
４
７
㎜　

エ
ッ
チ
ン
グ

町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
所
蔵

「
ト
レ
ヴ
ィ
の
泉
」
１
７
５
１
年

３
８
０
×
５
５
０
㎜　

エ
ッ
チ
ン
グ

町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
所
蔵

□□問問
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　浄化槽法の３つの義務を果たすことで、環境にやさし
い快適な生活を実現しましょう。
①保守点検＝都に登録のある専門業者と契約し年３回以
上の定期点検等を行います。

②清掃＝市の許可を得た業者に依頼し、年１回以上の清
掃作業を行います。公共下水道が供用開始になってい
ない地区には、清掃費用の一部を補助する制度があり
ます。

③法定検査＝都の指定する機関「（社）東京都生活水環境
システム協会」が検査を行い、維持管理状況を適正に判
断します。なお、下水道接続等により浄化槽の使用を廃
止した場合には、３０日以内に届出をお願いします。

□問 東京都多摩環境事務所廃棄物対策課��０４２・５２８・２６９２、
　町田市業務課��７２２・２７５２

��������	
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　市民一人ひとりが主体的な健康づくりを進め、充実
した人生を過ごすことは、活力ある地域社会の形成に
欠かせない要因です。また、家族、地域、企業、行政
がその健康づくりを支援し、生涯を通して、健康で過
ごせるよう環境づくりを進めていくことが重要です。

��������	

　笑顔あふれる　いきいき健康都市！

～健康寿命日本一をめざして～

��������	
�
①安心な毎日を送るための健康危機管理ネットワーク
の核として
②自助・互助・公助の健康づくりの推進エンジンとして
③総合的な健康まちづくりのコントロールタワーとして

��������	
���
　市民ニーズに基づく、効率的・効果的な保健衛生行
政を推進します。具体的には次の５つとなります。
①そなえる⇒市民・地域と連携した健康危機管理体制

を推進します。
②つながる⇒地域に密着した保健活動を展開します。
③ひろがる⇒企画調整機能の発揮による効果的な事業

を展開します。
④ささえる⇒ライフステージに応じた、総合的な保健

医療福祉サービスの提供を目指します。
⑤すすめる⇒快適で安心できる生活環境先進都市づく

りを推進します。

��������	
��
　保健所の業務は多岐にわたり、約８０種類、約１６００項
目が存在するとされています。市では東京都が行って
いる保健所業務をそのまま引き継ぐのではなく、市民
ニーズ・地域の特性・利便性の向上などの視点で、市
として実施する保健所業務を判断していきます。

��������
　町田市独自の事業展開を行うためには財政的裏づけ
が不可欠です。町田市は、東京都に対し強力な支援を
要請していきます。


